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平成29年12月橋本市議会定例会会議録（第５号）その６ 

平成29年12月７日（木）

   

日程第31 議案第12号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第31 議案第12号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）この三石保育園の運営

にあたって、これまでに市と協議するような

何らかの問題が生じましたか。もし生じたの

であれば、どういう解決方法をとってこられ

たかをお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）私が担当して

いる期間では、特にトラブル等は発生しなか

ったというふうに認識してございます。ただ、

私の以前のときに、運動会の声がという周辺

住民の方とのトラブルがあったと聞いてござ

いますけれども、そのときは真摯に対応して、

対応策、運動会のする場所であるとか、その

内容とかを見直す、あるいは樹木を植える

等々をしたというふうに聞いてございます。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第32 議案第13号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第32 議案第13号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

  

これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第13号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第33 議案第14号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第33 議案第14号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第14号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第34 議案第15号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第34 議案第15号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第15号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第35 議案第16号 公の施設の指定管
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理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第35 議案第16号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第16号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第36 議案第17号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第36 議案第17号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第17号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

○議長（岡 弘悟君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 お諮りいたします。 

 明12月８日から14日までの７日間は委員会

審査等のため休会とし、12月15日午前９時30

分から会議を開くことにいたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（午前11時49分 散会） 

 

                                          

 


